
 

 

 

   

 

 

 

● 多摩市障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給付金の申請時点において、国や地方公共団体等から

同種の補助金受けていないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈交付要件〉 

交付対象事業所についは、令和４年８月１日時点で、障害福祉サービス事業等の指定の廃止又は休止をせず継 

続的に運営し、申請時点において、当該障害福祉サービスを引き続き提供していること。 

 

〈１事業所の数え方〉 

裏面〈事業類型〉上、「入所系サービス（施設入所支援・療養介護等）」については、提供サービスの数に関

わらず、いずれか１サービスでも該当する場合は１事業所と数えます。 

事業所内で複数サービスの指定を受けている場合、提供サービスの数に関わらず、１事業所番号につき１事業

所と数えます（相談系（地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援）については、提供サービスの数に関わ

らず、いずれか１サービスでも該当する場合は１事業所とし、地域生活支援事業については、１サービスにつき

１事業所と数えます。）。 

 

〈提出書類〉 

⑴ 法人基本情報（提出用）※記入する前に、対象になるかどうか今一度ご確認ください。 

⑵ 多摩市障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給付金交付申請書兼請求書（第１号様式） 

⑶ ≪食料価格高騰対策分の交付申請を行う事業所のみ≫ 
事業所内で利用者に食事提供を行っていることを証明する書類（契約書、料金表、献立表等） 

多摩市障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給付金に係る交付対象及び 

交付額の概要について 

令和４年８月１日時点で、申請書（別紙）に記載されている事業を実施する障害福祉サービ

ス事業所（相談事業所含む）、障害児通所支援事業所（相談事業所含む）、移動支援事業所、 

日中一時支援事業所を市内に有する法人 

１ 交付対象 

２ 交付額 

以下の①基本部分と②食料価格高騰対策分を併せた金額が交付額となります（②は対象事業所のみ申請可

能）。事業類型は裏面を確認いただき、法人単位で申請書を作成、提出してください。 

多摩市介護保険事業所等物価高騰等対策支援給付金との併給可能です。 

★ 市内障害福祉サービス事業所の皆さまへ この対策給付金をご活用ください 

★ 

 



〈事業類型〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 補助金の額は以下の表のとおりです。 

障害福祉サービス事業等種別 
基本部分 

（１事業所あたり） 

食料価格高騰対策部分 

（定員一人あたり） 

通所系サービス【上記１～８】 １５万円 ３千円 

入所系サービス（短期入所）【上記９】 ５万円 ８千円 

入所系サービス（施設入所支援・療養介護等） 

【上記１０～１３】 
１００万円 ８千円 

入所系サービス（共同生活援助等） 

【上記１４・１５】 
２０万円 ８千円 

その他のサービス【上記１６～２８】 ５万円 － 

 

通所系サービス 
１ 生活介護 
２ 自立訓練 
３ 就労移行支援 
４ 就労継続支援 
５ 日中一時支援事業 
６ 児童発達支援 
７ 医療型児童発達支援 
８ 放課後等デイサービス 
 

入所系サービス（短期入所） 
９ 短期入所 
 

入所系サービス（施設入所支援・療養介護等） 
１０ 療養介護 
１１ 施設入所支援 
１２ 福祉型障害児入所支援 
１３ 医療型障害児入所支援 
 

入所系サービス（共同生活援助等） 
１４ 共同生活援助 
１５ 宿泊型自立訓練 
 

その他のサービス（訪問系、相談系） 

１６ 居宅介護 

１７ 重度訪問介護 

１８ 同行援護 

１９ 行動援護 

２０ 重度障害者等包括支援 

２１ 就労定着支援   

２２ 自立生活援助   

２３ 地域相談支援（地域移行支援又は地域定着支援） 

２４ 計画相談支援 

２５ 障害児相談支援 

 ２６ 移動支援 

 ２７ 居宅訪問型児童発達支援 

２８ 保育所等訪問支援 


